
龍ケ崎市ランク指定一般競争入札実施要綱 

令和４年１０月２７日 

告示第１７１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以

下「令」という。）第１６７条の５の２に基づき、市長が入札に参加

する者に必要な資格を定めて行う一般競争入札であって、入札後に当

該資格の審査を行い、落札者を決定する事後審査型条件付一般競争入

札（以下「ランク指定一般競争入札」という。）の執行に関し、龍ケ

崎市契約規則（平成４年龍ケ崎市規則第６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（適用） 

第２条 ランク指定一般競争入札は、発注予定金額が２００万円を超え

る一般競争入札であって、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以

下「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事のうち、土木一

式工事、建築一式工事、電気工事、管工事又は舗装工事（以下「工事

等」という。）のいずれかに該当し、かつ、市長がランク指定一般競

争入札により執行することが適当と認めるものに適用する。 

 （ランク指定一般競争入札の執行） 

第３条 ランク指定一般競争入札は、別表第１に規定する発注予定金額

に対するランク指定表により格付等級を指定し、執行するものとする。

この場合において、龍ケ崎市競争入札参加者心得（平成６年龍ケ崎市

告示第１５号。以下「心得」という。）第４条第１項及び龍ケ崎市契

約事務等に関する規程（平成６年龍ケ崎市告示第７号。以下「規程」

という。）第１４条第２項から第５項までの規定は適用しない。 

（入札参加資格の要件） 

第４条 ランク指定一般競争入札に係る入札参加資格の要件は、次の各

号に掲げるものとする。 

 (１) 令第１６７条の４第１項各号のいずれにも該当していないこと。 

 (２) 令第１６７条の４第２項の規定により龍ケ崎市（以下「市」とい

う。）の入札参加制限を受けていないこと。 

 (３) 規程第３７条若しくは第３８条又は龍ケ崎市建設工事等に係る暴



力団等の排除対策措置要綱（平成２０年龍ケ崎市告示第１７号）第

３条第２項の規定による指名停止の期間内でないこと。 

 (４) 規程第１１条の規定により工事種類ごとの格付等級が付されてい

ること。 

 (５) 別表第１に規定する工事種類及び発注予定金額に相応する格付等

級に属していること。 

 (６) 市内に本店を有する者にあっては、次のいずれにも該当すること。 

  ア 法第３条の規定により当該工事等に係る建設業の許可及び規程

別表第１に規定する市内業者の認定を受け、当該許可を受けてか

ら１年以上継続して営業を行っていること。 

  イ 第７条第１項の規定により落札候補者を決定した日において、

当該ランク指定一般競争入札に係る工事等と同種の手持工事（市

が競争入札により発注した工事等であって、契約金額が２００万

円を超えるものであり、かつ、引渡しが完了していないものをい

う。）が別表第２の左欄に掲げる工事種類に応じ、同表中欄に掲

げる格付ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる手持工事件数未満で

あること。 

 (７) 市内に支店を有する者にあっては、次のいずれにも該当すること。 

  ア 法第３条の規定により当該工事等に係る建設業の許可及び規程

別表第１に規定する市内業者の認定を受け、当該許可を受けてか

ら３年以上継続して営業を行っていること。 

  イ 当該ランク指定一般競争入札を実施する年度において、当該工

事等と同種の工事を受注していないこと。 

 (８) 当該ランク指定一般競争入札に係る工事等に、現場代理人及び法

に定める主任技術者、監理技術者等の配置ができること。 

 (９) 当該ランク指定一般競争入札を実施する年度及び当該年度前１０

年度間において、当該ランク指定一般競争入札に係る工事等と同種

の公共工事（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（平成１２年法律第１２７号）第２条第２項に規定する公共工事を

いう。）を、市内に本店を有する者にあっては元請又は下請として、

市内に支店を有する者にあっては元請として受注し、引渡しを完了

していること。 



 (10) 契約締結予定日から起算して１年７月以内の審査基準日の法第２

７条の２３第１項の規定による経営事項審査を受けていることが、

法第２７条の２９の規定による総合評定値の通知により確認できる

こと。 

 (11) 暴力団員が実質的に経営を支配する者その他これに準ずる者とし

て警察から市が行う入札からの排除要請があった者であって、当該

排除要請が継続しているもの等、明らかに契約の相手方として不適

当であると認められるものでないこと。 

 (12) 当該ランク指定一般競争入札に係る工事等の発注予定金額が６，

０００万円以上の場合は、法第１５条の規定により当該工事等に係

る特定建設業の許可を受けていること。 

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、工事等に応じて入札参加資

格要件を加えることができる。 

（入札公告等） 

第５条 市長は、ランク指定一般競争入札を執行しようとするときは、

入札の公告（規則第４条第１項に規定する入札の公告をいう。以下「入

札公告」という。）を行わなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により入札公告を行ったときは、当該ランク指

定一般競争入札に係る工事等の設計図書（工事等の図面、仕様書等を

いう。以下同じ。）を閲覧又は貸出に供するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により設計図書を閲覧又は貸出に供しようとす

るときは、当該閲覧又は貸出に供する期間、場所等を入札公告に定め

るものとする。 

４ 設計図書に関し質問しようとする者は、当該質問を記載した文書を

入札公告に定める期間内に、持参又は電子メールの方法により市長に

提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による質問があったときは、当該質問に対する

回答を作成し、当該回答を閲覧に供するものとする。 

（入札書の提出） 

第６条 ランク指定一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告に

定める期間及び方法により入札書及び工事費内訳書を提出しなければ

ならない。 



（落札候補者の決定） 

第７条 市長は、心得第２０条本文の規定にかかわらず、開札の結果、

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候

補者と決定するものとする。 

２ 市長は、開札の結果、落札候補者となるべき者が２者以上あるとき

は、令第１６７条の９の規定によりくじによって落札候補者を１者決

定するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、当該ランク指定一般競争入札において、

市長が別に定める龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱（以下「実施

要綱」という。）の規定を適用した場合であって、同要綱に規定する

調査基準価格を下回る入札が行われたときは、落札候補者の決定を保

留するものとする。 

４ 前項の規定により落札候補者の決定を保留した場合には、実施要綱

に基づき、落札候補者を決定するものとする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、当該ランク指定一般競争入札において、

市長が別に定める龍ケ崎市最低制限価格制度実施要綱の規定を適用し

た場合であって、同要綱に規定する最低制限価格を下回る入札が行わ

れたときは、同要綱に基づき、落札候補者を決定するものとする。 

（入札参加資格申請） 

第８条 落札候補者は、入札公告に定める期間内に、市長に心得第２条

第１項の規定により入札参加資格の審査の申請をしなければならない。

この場合において、同項中「一般競争に参加しようとする者」とある

のは、「落札候補者」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定により作成した書類に係る費用は、落札候補者の負担と

する。 

３ 第１項の規定による申請は、文書の持参又は電子メールにより提出

するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により提出された書類は、入札参加資格の審査

以外に、無断で使用することができないものとする。 

５ 市長は、第３項の規定により提出された書類は、落札候補者に返却

しないものとする。 

（落札者の決定等） 



第９条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、第４条

各項に掲げる事項を審査し、入札参加資格の有無について決定するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定により入札参加資格があると決定したときは、

当該落札候補者を落札者と決定し、その旨を通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により入札参加資格がないと決定したときは、

当該落札候補者が行った入札を無効とするものとする。 

４ 市長は、前項の規定により入札を無効としたときは、当該無効とし

た入札を除き、当該工事等の入札をした者のうち、予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者と決定するも

のとする。 

５ 前項の規定により落札候補者と決定された者は、前条第１項の規定

により市長に入札参加資格の審査の申請をしなければならない。この

場合において、当該審査の申請の期間は、同項の規定にかかわらず、

市長が別に指定する期間とする。 

６ 前項の規定による入札参加資格の審査の申請は、前条の規定につい

て準用する。 

７ 市長は、第１項の規定により入札参加資格がないと決定したときは、

心得第２条第２項の規定により前条第１項又は第５項後段に規定する

期間の末日の翌日から起算して３日（閉庁日を除く。）以内に、当該

決定した者に通知するものとする。 

８ 前項の規定により入札参加資格がないと通知された者は、当該工事

等が龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領（令和４年龍

ケ崎市告示第１４６号）の規定の適用を受けるときは、同要領に基づ

き、市長に苦情の申立てをすることができる。 

（無効の入札） 

第10条 規則第１１条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該入札を無効とする。 

 (１) 入札参加資格の審査の申請に虚偽の内容を記載して申請した場合 

 (２) 入札書に記載された金額と工事費内訳書に記載された合計金額が

一致しない場合 

 (３) 工事費内訳書の提出がない場合 



 (４) 前各号に掲げるもののほか、入札公告に規定する事項に違反した

場合 

（入札の不調） 

第11条 ランク指定一般競争入札は、入札者が２者未満のときは、不調

とする。 

（入札者等の非公表） 

第12条 ランク指定一般競争入札に係る入札者、入札額及び落札候補者

は、落札者を決定するまで公表しない。 

（入札結果の公表） 

第13条 入札結果の公表は、市長が別に定める龍ケ崎市公共事業の入札

及び契約の過程並びに契約の結果に係る情報の公表に関する実施要綱

に基づき、行うものとする。 

（補則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、規程第４条に規定

する龍ケ崎市契約審査会の審査を経て市長が別に定める。 

付 則 

この告示は、公布の日から施行し、令和５年２月１日以後の入札公告

から適用する。 

付 則（令和６年１月２６日告示第６号） 

この告示は、公布の日から施行し、同日以後に入札公告を行ったラン

ク指定一般競争入札から適用する。 

付 則（令和７年３月２８日告示第８５号） 

この告示は、公布の日から施行し、令和７年４月１日以後に入札公告

を行ったランク指定一般競争入札から適用する。 

付 則（令和８年３月３日告示第２８号） 

この告示は、公布の日から施行し、令和８年４月１日以後に入札公告

を行ったランク指定一般競争入札から適用する。 

 

  



別表第１（第３条、第４条関係） 

 発注予定金額に対するランク指定表 

工事種類 発注予定金額 
格付 

（本店） 

格付 

（支店） 

土木一式工事 

４，０００万円以上 Ａ ― 

４，０００万円未満 

１，８００万円以上 
Ａ・Ｂ Ａ 

１，８００万円未満 

  ７００万円以上 
Ａ・Ｂ・Ｃ Ｂ・Ｃ 

  ７００万円未満 

 ２００万円超 
Ｂ・Ｃ・Ｄ Ｃ・Ｄ 

建築一式工事 

３，０００万円以上 Ａ ― 

３，０００万円未満 

１，０００万円以上 
Ａ・Ｂ Ａ 

１，０００万円未満 

 ２００万円超 
Ａ・Ｂ・Ｃ Ｂ・Ｃ 

電気工事 

１，５００万円以上 Ａ ― 

１，５００万円未満 

  ５００万円以上 
Ａ・Ｂ Ａ 

  ５００万円未満 

 ２００万円超 
Ａ・Ｂ・Ｃ Ｂ・Ｃ 

管工事 

１，５００万円以上 Ａ ― 

１，５００万円未満 

  ５００万円以上 
Ａ・Ｂ Ａ 

  ５００万円未満 

 ２００万円超 
Ａ・Ｂ・Ｃ Ｂ・Ｃ 

舗装工事 

１，２００万円以上 Ａ ― 

１，２００万円未満 

  ５００万円以上 
Ａ・Ｂ Ａ 

  ５００万円未満 

 ２００万円超 
Ａ・Ｂ・Ｃ Ｂ・Ｃ 



別表第２（第４条関係） 

 工事種類別手持工事件数 

工事種類 格付（本店） 手持工事件数 

土木一式工事 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

４ 

３ 

２ 

２ 

建築一式工事 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

４ 

３ 

２ 

電気工事 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

４ 

３ 

２ 

管工事 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

４ 

３ 

２ 

舗装工事 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

４ 

３ 

２ 

備考 特定建設工事共同企業体が受注している工事等は、当該特定建設工事

共同企業体の構成員それぞれ１件とする。 


